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富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年条例第２２号）新旧対照表 

新 旧 

（所得制限） （所得制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第６条に規定する受給者としない。 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第６条に規定する受給者としない。 

（１） 前条に規定する対象者のうち、父、母又は養育者（以下「ひ

とり親等」という。）の所得が、その者の所得税法（昭和４０年法

律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養

親族等」という。）並びに当該ひとり親等の扶養親族でない児童で

当該ひとり親等が当該所得のあった年の１２月３１日において生計

を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上である

とき。 

（１） 前条に規定する対象者のうち、父、母又は養育者（以下「ひ

とり親等」という。）の所得が、その者の所得税法（昭和４０年法

律第３３号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶養

親族等」という。）並びに当該ひとり親等の扶養親族でない児童で

当該ひとり親等が当該所得のあった年の１２月３１日において生計

を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上である

とき。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 


